









令和６年度　大阪府障がい者自立支援協議会地域支援推進部会










日時：令和７年３月13日（木）15時～
場所：大阪赤十字会館４０１会議室　　






日　　時：令和７年３月１３日（木）午後３時～５時
場　　所：大阪赤十字会館 ４０１会議室
出席委員：石橋委員、小尾委員、塩見委員、高田委員、谷口委員（部会長）、種本委員、辻井委員、西浦委員〔五十音順〕、森脇オブザーバー

○事務局
　それでは、定刻となりましたので、ただいまから、「令和６年度大阪府障がい者自立支援協議会地域支援推進部会」を開催いたします。
　委員の皆様方におかれましては、ご多忙のところ、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。
本日は、議事録等作成のため、この会議を録音させていただきますので、予めご了承願います。
　はじめに、大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課長よりご挨拶いたします。

○生活基盤推進課長
　皆様、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。
　本日は、年度末の何かとお忙しい中、本部会にご参加いただきまして、ありがとうございます。
　また、日頃から大阪府の障がい福祉行政の推進にご理解、ご協力を賜りまして、重ねて御礼申し上げます。どうもありがとうございます。
　さて、本部会につきましては、大変久方ぶりの開催ということなのですが、本部会の担任事務でもあります入所施設、それから精神科病院からの地域生活への移行の推進、これにつきましては、大阪府の障がい者計画の最重点施策に位置づけまして、この間、この部会に設置をしております２つのワーキンググループにおいて、様々ご議論いただいて、取組みを進めてきたところでございます。
　１つは、議題に書いております基盤整備促進ワーキンググループ、こちらにおきましては、令和５年３月に、大阪府の障がい者自立支援協議会から出されました報告書、いわゆるわれわれ「提言」と呼んでいますが、この提言に基づきまして、例えば、入所施設の待機者の方の実態調査の実施でありますとか、また、その実施結果に基づいて、現在、知事重点事業として実施をしております地域の事業所等におけますハード・ソフトの整備に係る事業の内容、また、地域生活支援の充実強化の中身など、進め方などについてのご意見をいただきながら、取り組んでいただいているところでございます。
　また、もう一つのワーキンググループ、次第でいいますと、議題の精神障がい者地域移行推進ワーキンググループ、こちらにおきましては、精神障がいのある方の地域移行に関する施策の検討、これはもちろんのことなのですが、それに加えまして、精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステム、いわゆる「にも包括」の構築に係る都道府県の協議の場という位置づけもこのワーキンググループではしておりまして、精神科病院からの地域移行ですとか、退院促進のために大阪府が実施しております退院支援強化事業の実施状況のご報告ですとか、また、その中で特に力を入れております府が配置している広域コーディネーターの方の実践報告などもさせていただくとともに、その他、毎年実施しております在院患者調査の結果の報告もさせていただきながら、様々な課題を共有させていただいて、ご意見をいただき、取組みを進めているところでございます。
　詳細につきましては、この後、事務局の方からご説明させていただきますが、皆様方におかれましては、それぞれの専門分野、多方面からの忌憚のないご意見を賜りたいと考えておりますので、本日も、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。

○事務局
　本地域支援推進部会ですが、障がい者自立支援協議会会長から、部会長には、関西福祉大学社会福祉学部教授、谷口委員を指名いただいております。谷口委員、どうぞよろしくお願いいたします。
　では、部会長のご紹介に続いて、本日ご出席の委員の皆さまを、委員氏名の５０音順で、ご紹介させていただきます。
　関西福祉大学社会福祉学部　教授　谷口部会長でございます。
　一般社団法人大阪知的障害者福祉協会地域支援部会　部会長　石橋委員でございます。
　社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 理事 小尾委員でございます。
　障害者（児）を守る全大阪連絡協議会 事務局長　塩見委員でございます。
　地域活動支援センター　あん　施設長　高田委員でございますが、本日少し遅れる旨、ご連絡をいただいております。
　社会福祉法人聖ヨハネ学園　地域生活支援センター光 施設長 種本委員でございます。
　桃山学院大学社会学部　教授　辻井委員でございます。
　一般社団法人大阪精神科病院協会　理事　西浦委員でございます。
　公益社団法人大阪精神科診療所協会 監事　堤委員、障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議 議長　古田委員、大阪狭山市健康福祉部福祉政策グループ　課長　前澤委員　は本日ご欠席でございます。
　オブザーバーの大阪府藤井寺保健所　森脇所長でございます。
　本日は委員全員１１名のところ、現時点で７名と、過半数の委員にご出席いただいておりますので、参考資料１、運営要綱第５条第２項の規定により、会議が有効に成立しておりますことを報告させていただきます。
　なお、大阪府においては、「会議の公開に関する指針」を定めており、本指針に基づき、本ワーキンググループも原則として、公開としております。
　次に、本日の配布資料の確認をさせていただきます。
　次第
　本日の配席図
　議題１の資料でございます。
　資料１　基盤整備促進ワーキンググループの実施状況
　議題２の資料でございます。
　資料２　精神障がい者地域移行推進ワーキンググループの実施状況
　参考資料１　地域支援推進部会運営要綱
　参考資料２　委員名簿
　参考資料３　提言「地域における障がい者等への支援体制について」
　参考資料４　令和５年度施設入所の待機者に関する実態調査結果概要
　参考資料５　令和６年度施設入所の待機者に関する実態調査（調査項目）
　参考資料６　入所施設利用者への意向調査票
　参考資料７　パンフレット「今、入院されているあなたへ」
　参考資料８　令和６年度大阪府長期入院精神障がい者退院支援強化事業実績
　以上、過不足等はございませんでしょうか。
　なお、個人のプライバシーに関する内容についてご議論いただきます場合には、一部非公開ということで傍聴の方にご退席いただくことになりますので、プライバシーに関するご意見をされる場合はお申し出いただきますようお願いいたします。
　配付資料と共に、委員の皆様の発言内容をそのまま議事録として府のホームページで公開する予定にしております。但し、委員名は記載いたしません。予めご了解いただきますようお願いします。
　それでは、これからの議事進行につきましては、部会長にお願いいたします。

○部会長
　よろしくお願いいたします。府の説明でもありましたが、本当に久しぶりの開催となっております。
　ただ、その間、それぞれのワーキンググループでは、熱心なご議論いただきまして、様々なあり方というのを打ち出してきていただいておりますので、今日は、情報共有とともに、今後どうやっていくべきかということを、忌憚のないご意見を頂戴できればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
　また、会議に先立ちまして、本日は、オブザーバーの方についても、ご出席いただいておりますが、他の委員と同じように発言いただくということで、了承をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
　それでは、早速議題に入ってまいりたいと思います。
　この部会の２つのワーキンググループ、基盤整備促進ワーキンググループと精神障がい者地域移行推進ワーキンググループについて、直近の実施状況を中心に、また今後の方向性も含めて、事務局から説明していただき、その後委員の皆様と意見交換をさせていただければと思います。
　では、はじめに、事務局より、議題１「基盤整備促進ワーキンググループの実施状況」について説明をお願いいたします。

○事務局
　それでは、資料１をご確認いただきたいと思います。
　前のスライドにも資料を表示しております。
　まず、１ページ目なのですが、改めてになりますが、現在、基盤整備促進ワーキンググループでの検討項目のもとになっている、大阪府障がい者自立支援協議会から発出された報告書「地域における障がい者等への支援体制について」を説明いたします。
　大阪府では、施設から地域生活への移行の推進を大阪府障がい者計画の最重点施策に位置づけ、地域移行を進めてきました。
　近年、入所者の重度化や高齢化に伴い、障がい者支援施設からの地域移行は 鈍化傾向にあり、親亡き後など、障がい者の暮らしの場の確保や相談支援をはじめとした地域移行に向けた支援体制の整備が課題となっています。
　真ん中の表のところですが、令和２年度に、自立支援協議会において、「地域移行を進めていくために、障がい者支援施設の今日的な役割等について、府の自立支援協議会として議論してはどうか。」とのご意見を受けて検討を開始。令和４年度には、障がい者支援施設だけでなく、相談支援体制や市町村等の関係機関も含め、地域における支援体制全般について議論がされ、令和５年３月に報告書「地域における障がい者等への支援体制について」が発出されました。
　この報告書の中では、行政・地域に求められる支援体制と連携体制、また地域における障がい者支援施設に求められる機能が示されており、地域における障がい者等への支援体制の再構築に向けて、広範囲で多角的な視点からの提言が示されています。
　次ページをご覧ください。
　そこで、基盤整備促進ワーキンググループでは、地域生活を支えるための基盤整備の促進方策に関する調査審議を行う場として、この多岐に渡る提言の中で基盤整備にかかる内容について、大きく検討項目を２列目にあるように、「入所時、入所中等の地域移行に向けた働きかけ」、「障がい者支援施設等の支援環境の整備」、「地域生活支援拠点等の充実・強化」の３つに分けたうえで、それぞれの項目について、現在の取組みや施策の方向性についてご議論いただいてきました。
　ただ３列目、現在の取組みにありますように、項目１と２は一体となっておりまして、実際に取り組んでいる施策におきましては、２つをはっきり分類するものではなく、両方にかかる施策として実施しているため、この２項目は合わせてご議論いただいております。
　ではここから、それぞれの施策について、現在の取組み及び今後の施策の方向性について説明させていただきます。その後、入所施設利用者への意向調査についてご説明いたします。
　これについては、入所施設からの地域生活移行について、施設入所者の意向に基づいて支援を実施することが重要であることから、施設入所者の暮らしに関する意向調査を定期的に実施し、地域生活への移行を推進する上での基礎資料とするものです。本調査は２月に発出しておりますので、そのご報告になります。
　では、資料１－①「施設入所の待機者に関する実態調査」をご覧ください。この調査は先述の報告書を受けて、入所希望者を含めた地域移行への働きかけが重要との認識により令和５年度から実施しているもので、待機者や地域における相談体制の実態を把握し、地域移行推進に向けた今後の方策を検討することを目的としています。
　府内市町村を対象に、障がい者本人や家族等の状態像、地域生活継続の可能性の検討の有無、施設入所後の地域生活への説明や意向確認の有無等の調査を行い、令和６年度は、地域生活の継続の可能性を検討した結果や検討しなかった理由等を追加して実施しています。
　令和６年度の結果につきましては現在集計中ですが、令和５年度の結果概要としましては、大阪市を除く府内の待機者が１，０７７人。うち平成２９年度からの待機者は６２０人。待機者１，０７７人のうち、地域生活の継続の可能性について検討していないのは、検討の有無の不明な方も含めて、約４６％の４９８人でした。
また、本人への地域移行の説明及び意向確認を行ったのは約２２％の２４０人、家族への地域移行の説明及び意向確認を行ったのは約３０％の３２２人でした。
　この調査結果から、本人や家族、施設や地域の事業所等において、入所施設の役割や地域移行のイメージ、地域生活の継続の可能性の検討といった、地域生活推進に向けた認識の形成と共有がまだまだされていないこと、そして、施設入所を希望される背景には、地域生活推進に向けて地域全体で支えていくための支援者間の連携を通じた、地域の一体的な支援体制が十分には整備されていないことが、課題としてあると考えています。
　こういった課題の解決に向けて、市町村への働きかけ、施設等への働きかけ、地域の社会資源整備が必要と考えております。
　具体的な施策として、市町村における相談支援体制の充実・強化、また地域の事業所等におけるハード・ソフトの基盤整備として、記載している４つの事業を知事重点施策として実施しています。
　このうち、下２つの地域生活推進事業費補助金と重度障がい者グループホーム等整備事業費補助金は当課が担当として実施する事業ですので、この後説明いたします。
　スライドの一番下になりますが、大阪府障がい者計画への位置づけということで、令和５年度は計画期間の中間の年として必要な見直しを行い、市町村における相談支援体制の充実・強化や地域移行に向けた認識の形成と共有、地域の社会資源と人材の確保など地域での支援体制の整備を図っていくこと等を追記しています。
　では資料１-②に移ります。ここからは、各事業についての説明をさせていただきます。
　まず「大阪府地域生活推進事業費補助金」。こちらは、令和６年度から新規事業として、地域生活推進、つまり地域生活の継続及び地域移行に向けた施設及びグループホーム等の意識醸成を図り、取組みを進めるための普及啓発事業や、施設や地域の事業所等の連携ネットワークの構築による、地域生活推進の実践に取組むモデル事業を実施する法人等を支援することにより、令和６年度から令和８年度の３か年で、府内における地域生活推進の機運を上昇し、取組みの横展開と底上げを図るものとなります。
　公募の上、令和６年度は一般社団法人大阪知的障害者福祉協会に補助対象事業者を決定しています。
　令和６年度の事業内容は、地域生活推進の意識醸成を図る普及啓発事業では、障がい者本人を主体とする生活のあり方の検証を行うために意思決定支援の重要性に着目した取組みができるような意識改革・意識醸成を目的とした事業の実施として、事業所へのアンケート調査、また地域における障がい者本人の主体的な暮らしを映像化した動画の作成、意思決定支援についての研修会等を進めているところです。
　事業所連携による地域生活推進の実践モデル事業では、地域移行における段階ごとのアプローチについて関係機関等が連携して取り組み、その実践を発信するモデル事業を実施しております。
　次に右側の「大阪府重度知的障がい者地域生活支援体制整備事業」をご説明します。
　こちらは重度知的障がいのある方に対応可能な支援スキルを持つ法人を増やし、障がい者の地域での生活を支える体制を整備することを目的に、先駆的に取り組む法人によるコンサルテーションなどを通して、重度知的障がい者に対応可能な６法人を養成するものです。
　今年度は最終の３年目にあたる４法人の事業を継続しており、事業としても最終年度となります。今年度はこの４法人が所在する各地域において、取り組んできた支援についての実践報告会を開催し、地域の事業所とのつながりを構築する取組みを行っています。　またすでに修了された２法人についても、各地域で実践報告会を開催したり、地域の他事業所への助言を行ったりしています。
　今年度でこの事業が終了する中、地域へ支援を拡大していくにあたっての課題としては、修了法人の支援スキルの維持・向上、より広い地域への支援の普及、そして支援に行き詰まった事業所がこの法人とつながり相談できる場、機会といったことがあり、１つの法人のみの取組みでは及ばない部分に対する、今後の大阪府としての役割について、基盤整備促進ワーキンググループでもご意見いただき、令和７年度の方向性に反映いたしました。
　それがスライドの下側になります、令和７年度大阪府地域生活推進事業費補助金となります。
　予算額や補助率などは今年度と同様で、補助上限額も１千万円となっています。公募する事業内容も地域生活推進の意識醸成を図る普及啓発事業、そして、事業連携による地域生活推進の実践モデル事業、これらを一体的に実施する法人を公募します。
令和７年度に公募する内容として、①の普及啓発事業では、地域生活の継続、障がい者支援施設等からの地域移行の推進に向けて、障がいのある方の地域生活の様子を各事業所や本人、家族が共通してイメージできるよう、また、支援者間で連携できる仕組み作りにつながるよう、本人、ご家族の実情や不安等を踏まえた上で、地域生活の体験等の具体的取組みを含めた、意識醸成のための普及啓発事業としています。太字になっているように、本人やご家族の不安等に対するアプローチも含めたものとし、また地域生活の体験といった具体的取組みを含めるものを想定しています。
　②の実践モデル事業では、１つは、障がい者支援施設を始めとする地域の事業所がネットワークを構築し、入所待機者や施設入所者等を対象に、地域生活のイメージを持っていない方への意識醸成を含めた、本人の意思決定のための段階的アプローチを通して、個々の障がい者が希望する多様な地域生活のかたちに応じた支援を府内において広く実践するモデル事業としています。
　また２つ目としては、地域の事業所の支援力等を底上げするとともに、障がい者の地域生活を支えるために事業所間が相談し合える体制の構築を図るため、大阪府重度知的障がい者地域生活支援体制整備事業の参加法人と連携し、圏域等において事業所等に向けた取組みにより、障がい者の地域生活推進にあたり必要となる事業所の知識及び技術を向上し、事業所間が連携して障がい者の地域生活を支える体制構築をはかる連携強化事業としています。先述した大阪府重度知的障がい者地域生活支援体制整備事業の参加法人と連携して、支援を地域に普及する取組みを行うことを公募内容の条件とし、事業に組み込むことで、参加法人による地域に向けた支援が展開されることを想定しています。
　次に資料１-③「大阪府重度障がい者グループホーム等整備事業費補助金」をご覧ください。
　こちらは、地域移行をより推進していく観点から、重度障がい者の地域生活を支援するグループホーム、短期入所事業所を拡充するため、事業者に対して、障がい支援区分５以上の方の受入れに必要な環境整備に係る費用を助成するため、令和５年度から実施しています。
　令和５年度には協議申請が３２件あり、交付決定が９件。令和６年度は、協議申請が１７件あり、交付決定が１４件となっています。
基盤整備促進ワーキンググループで、改修の効果について広く横展開すべきとのご意見も踏まえ、改修前後の写真やその効果を記載する様式を各事業所に作成してもらい、大阪府ホームページに公開することとしています。
　令和７年度につきましては、２，５２０万円の予算要求をしています。
　次に、資料１-④「地域生活支援拠点等の充実・強化について」をご覧ください。
まず、地域生活支援拠点等の整備に向けて大阪府のバックアップ機能としての取り組みを年表にしています。平成２８年度から基盤整備促進ワーキンググループにおいて、拠点等の整備促進を議論し、令和元年度には、「地域生活支援拠点等の整備促進に向けて」を発出し、拠点に関する府の考え方を示しました。
令和３年度からは、市町村意見交換会を実施しています。令和４年度からは、府のウェブサイトで整備状況等を公表しており、また市町村アンケートを実施して結果を意見交換会で共有するなど、拠点等の整備推進に向けて働きかけております。
　第７期大阪府障がい福祉計画には、目標として地域生活支援拠点等の機能の充実を位置づけておりまして、令和８年度末までに、各市町村において効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築、そして年１回以上運用状況を検証・検討することとしています。
　その上で、令和６年度の取組みとしては、市町村へのアンケートを実施、地域生活支援拠点等の市町村意見交換会を９月１９日に実施しております。市町村の拠点担当職員や拠点の機能を担う事業所を対象に、市町村の拠点にかかる取組みを発表、大阪府の取組み状況の発表、グループワークによる意見交換を実施しています。今年度はテーマとして、各機能の整備状況及び広域連携、地域生活支援拠点等コーディネーター、拠点等の運用状況の検証・検討について、話し合ってもらいました。
　次に、運用状況の検証・検討の推進・強化としては、未整備市町村への働きかけ、検証・検討状況の見える化の推進、意見交換会での好事例の横展開等を行っており、令和７年度も引き続き実施していく予定です。基盤整備促進ワーキンググループでは、意見交換会に不参加の市町村等に対して、参加を促すような働きかけが必要であるとのご意見をいただいております。
　次のページで、先述した市町村アンケート結果の抜粋を掲載しております。整備状況としては、令和６年４月に２市町が整備したことにより、４１市町村が整備済みとなっています。未整備の２市町については、泉南市が令和７年度、忠岡町が令和８年度整備予定となっています。
　右に移りまして、拠点コーディネーターの配置について、令和６年４月１日時点で１３市町村が配置しており、また配置なしの市町村でも、うち７については、市町村職員がコーディネーターの役割を担っているとの回答でした。配置先を見ますと、基幹相談支援センターへの配置が最も多くなっています。
　下が、運用状況の検証・検討の実施状況となっています。令和５年度に整備済3９市町村のうち、運用状況の検証・検討を行ったのは3５となります。
　大阪府としては運用状況の検証・検討の結果の見える化も進めておりまして、検証・検討を行った３５のうち、公表を行ったのは１４、そのうち市町村や自立支援協議会のホームページで掲載しているのが７となっています。以上がアンケート結果になります。
　ここまでが、最初にお示しした、報告書における提言についての検討を踏まえ、実施している取組みになります。
　それでは、最後に、次期大阪府障がい者計画策定にかかる取組みとして、資料１-⑤「入所施設利用者への意向調査」についてご説明します。この調査は先述したとおり、施設入所者の暮らしに関する意向調査を定期的に実施し、地域生活への移行を推進する上での基礎資料とするものです。
　府内の障がい者支援施設の入所者、及び事業者を対象としており、施設に調査票を送付し、２月から３月の期間で、本人への意向確認を行ってもらい、その回答を集約して施設から提出いただく予定としています。事前送付資料には入っていませんでしたが、本日の紙資料では参考資料６として調査票を付けていますのでご覧ください。
調査項目は全２０問あり、問１から問６は事業所職員への質問で、入所者ご本人の性別、年齢、障がい支援区分等の基本情報を聞く項目になります。
問７から問１１が入所者ご本人への質問で、暮らしたい場所、今の施設で暮らしたい場合はその理由、今の施設とは違うところで暮らしたい場合は、どこで暮らしたいか等を聞きます。
　問１２からは支援者への質問で、ご本人は地域生活移行が可能かどうか、可能である場合は、可能だけど入所している理由、地域移行が難しい場合はその理由等を聞きます。
問１７からは事業所の管理者への質問として、事業所の定員、実員や、地域生活移行に関する課題等について聞きます。
　また問２０では、報告書「地域における障がい者等への支援体制について」において示された、今日的に障がい者支援施設が備えるべき３つの機能について、事業所において各機能にあたる取組みがあれば記述してもらいます。こちらは、今後障がい者支援施設が３つの機能を担うために具体的にどのような取組みを進めることが考えられるのか、それに向けて大阪府が何をすべきかを検討するための項目として今回入れています。
各施設から提出された回答については、本人の意向と地域生活移行の可能性の判断をもとに、今後必要な支援についてAからFの６つに区分して分析する予定です。
　以上です。

○部会長
　ありがとうございました。非常に多岐にわたるわけなのですが、事務局の説明が終了いたしましたので、ここから意見交換に入りたいと思いますが、まず、今年度の大阪府の事業をされて、大阪知的障害者福祉協会としていろいろな活動されてこられたと想いますが、その中で、先ほどの事業説明の中で補足でも結構ですし、何かお気づきの点があれば、お願いできますでしょうか。

○委員
　われわれ大阪知的障害者福祉協会では、令和６年度に地域生活推進事業の補助を受けて、現在、いろいろ実践をしております。
　実をいうと、その資料の重度知的障がい者地域生活支援体整備事業、これも法人として参加しておりますので、合わせていろいろ説明させていただきます。
　この体制整備事業と地域生活推進事業というのは、かなり連動しているものがあります。
　まず、体制整備事業の説明からさせていただきたいのですが、３年前からコンサルテーションを受けております。主に重度障がい者の中でも強度行動障がいのある方々に対する専門的なそういった支援をしていくための土台づくり、法人内での土台づくりというものをいちから、年に隔月ぐらいの頻度で２時間から３時間のコンサルを受けてきました。
　具体的な内容を申し上げるのも何なのですが、３年経った今、非常にうちのレベルが上がったということはどの職員も実感しています。このコンサルを受けてきた良さ、これを地域に、われわれ北河内圏域なのですが、北河内圏域にどんどん広めていきたいというような意図があります。
　その意図を補完するための手段の一つとして、この地域生活推進事業があります。大阪府の説明でもありましたが、次年度以降は、地域展開をどんどん広めていくためのバックアップを大阪知的障害者福祉協会が今、取り組んでいます。
　具体的には、入所施設、障がい者支援施設ですね。長く生活されている方々は、地域でなかなか生活することが難しいのです。なぜかというと、一旦地域に出てしまうと戻ることができない、片道切符になってしまうといった、家族にしても本人にとっても不安が大きいわけです。なので、その地域で生活することが可能な土台づくりをグループホームなどで支援力を上げて、きちんと受け止めることができるといったことが体制整備事業です。
　地域生活推進事業に関しては、入所施設で生活をされている方々が、安心して地域で生活できる手段がありますよと、こういった地域での生活がありますよという映像化であったり、普及活動であったりとか、今、大阪知的障害者福祉協会が担っているという形になります。
　非常にこれは全国的に見ても、価値のある有意義な事業だと思っております。
　説明は以上です。

○部会長
　両方やっておられるからこそ見えるものとか、効果とか、発言にぶれないところがあるのかと思います。非常に大事なことで、全く同感でして、ぜひ、これを各市町村を含めて、地域で広げていっていただければと思いますが、他に様々な府としても事業を展開されているかと思うんですけども、先ほどの説明で、どんなことでも結構ですので、ご意見あれば、よろしくお願いいたします。

○委員
　まず、１つは、全体の取組みの中でピアとの連携というか、ピアの介入といいますか、活用というとおこがましいのですが、当事者の人たちが施設から地域移行していく時に、いろいろな情報を伝達してもらえることで、意欲というか、前向きになるとよく言われます。
　精神障がいの分野では、そういう取組みをしておりますので、まず、ピアとの連携というか、そういう取組みがあれば教えていただきたいというのが１点です。
　もう１点ですが、資料１ー①の中で、待機者に関する実態調査から出てきた課題の解決に向けて取組みを挙げていただいておりまして、その中の地域の社会資源の整備の中で出てくる地域の支援者の支援力の向上というのを挙げてくれているのですが、ここでいう支援者というのは誰を指しているのかを教えていただきたいと考えております。具体的にどういう力を向上させようとしているのか、これは精神障がいの分野でも、相談支援事業所などがかなり貢献してくれているのですけれども、そこでの人材育成というか、相談支援の現状を高めていくということが課題というふうに受け止めております。
　昨今では、その人材を育成することに加えて、人材確保、そもそもこういう分野で仕事をする人は、なかなか見つからない、そういったところも出てきていますので、その辺との関連があるのであれば教えていただきたいというのが質問でございます。
　以上２点でございます。よろしくお願いいたします。

○事務局
　今、ご質問がありました１つ目のピアサポーターさんとの連携いうところに関しまして、府としてピアサポーターさんとの入所施設から地域移行というところでの連携の取組みというのは、現在ございません。しかし、市町村によりましては、そういった事業所同士であるところのピアサポーターさん、例えば、就労であったりとか、そういった事業所のところで当事者の話を聞いたりとかはあるかも知れませんが、府の中ではそこまでは把握しておりません。精神障がい者の退院促進の面では、ピアサポーターさんとの強化事業はございますが、こちらの分では、現在、把握しているものはございません。
　２つ目の支援力の向上という、この支援者ですね。これについては、障がい児者に関わる全ての支援者と思っております。相談支援のところで、例えば、相談支援専門員でありますとか、あと、事業所であれば生活支援員であったり、そういった障がい者に関わる方、全ての方の支援力の向上というふうに位置づけております。

○部会長
　若干私の方から補足しますと、おそらくピアサポーターの方が、仕組みとしてはないだけで、やっていないかというと、私、府に何度か来て、あっと思ったのが、随分以前ですが、市町村の集まりのときに、支援団体の会員さんかご本人さんだと思いますが、広島に入所していたけれど、今、大阪で一人暮らしできております。あれはものすごくインパクトがあったし、多分、最近、私はやっていませんが、何年か大阪の虐待防止の研修のときに、ご本人さんの声、あるいはご家族の方の声という形でお話をされたりとか、これを施設に出掛けて行ったりとか、漏れ聞くところによると、方々でやっておられるところがあるのですね。
　実際大事なのは、実態としてご本人さんの声というのも大事ですし、あるいは委員さんが申しておられましたが、在宅のイメージがついていないところを例えば、いろいろな形で職員さんがイメージできるような働きかけとか、そういったことを大阪知的障害者福祉協会でやっておられるところがあるので、これを今後システム化していくのか、柔軟な形で展開していくのかというのは、機会を喪失しないようにだけですね。意識をしていくというのが良いのかと思います。
２点目の支援力の向上という中で、何を指すのかといわれたときに、分類を見ていると市町か施設、その後、地域の社会資源となってくると、私は、地域の住民も含めたいろいろ広範な部分と思ったりするので、その場合の支援力というと、非常に直感的な言い方になりますが、専門的な支援とか、技術ではないのかと思います。むしろ理解とか、意欲、「うちの住民なので」みたいな、そういう部分が、非常に重要になるだろうなと思ったりしました。

○委員
　それこそ２０年ぐらい前話なのですね。入所施設から地域のグループホームに移行する、その事業を大阪府が重点的に展開したときに、私ども団体で、実際にグループホームで住まわれている知的障がいの方が、入所施設に２、３人のグループで訪れまして、対応しながら地域移行を進めるということを確か３年間ぐらい大阪府の委託事業で実施して、随分そこから入所施設から地域に行かれたという記憶があります。ただ、その後、その事業はぷっつり途絶えて、今、もう１回やった方がいいのかと思いました。

○部会長
　ご本人さんの話は、誰が聞いてもどこで聞いても、めちゃくちゃインパクトがあります。他いかがでしょうか。

○委員
　先ほどの地域の支援者のところで、支援力の向上に対して、障がいのある方に関わる全ての人というのは、これもとても大事なことだと思います。むしろ市民も含めてだと思いますが、ただ、これを政策としてやっていくときに、全ての人となると、具体的に何をどうしていくのか、実際には手をつけられなくなってしまうので、そういう意味では、ぜひ、府の政策としてターゲット化という、重要な職種であるとか、職務を担っているところ、重点的に取組んでいくような、そういうふうな取組みをしないと、テーマだけ挙がっていて、実際に取り組めないみたいなことが起こる可能性があるので、ぜひ、そのあたりもご検討いただければというところでございます。

○部会長
　そのあたり、計画ではどうなっているのかということも含めて、もし分かる範囲で教えていただければと思いますが、事務局、いかがでしょうか。

○事務局
　そうですね。支援力の向上といった場合、ターゲットとして、１つとしては、今、コンサルテーションの事業がありましたが、例えば、グループホームで重度の方を受入れる事業所を増やしていくということで、そこの部分でこの事業を使って支援力を上げていくというようなのもありますし、例えば、強度行動障がいのある方の支援にあたっては、そういった研修、人材育成という部分では、研修を担当しているところもございますので、そういったところで人材育成を図っていく、また、この資料の中にもございますが、強度行動障がい専門支援モデル普及事業、砂川センターでやっている支援方法の普及といったものもありますので、障がい者計画の中でも、実際にどういった支援力が必要となっているかということについては、計画の中で一つずつ位置づけて、それに向けた取組みというのは、様々に実施しているところです。

○委員
　先ほど２０年ぐらい前の話をしましたが、最近、入所施設に行かせていただく機会がいろいろありまして、見ますと、入所施設の方は、本当に高齢化しました。
　２０年前で若かったからできたことが、今の入所施設の高齢化に対して、どんな新しい手立てを使っていくかが大事かと、私は、現場を見て感じました。

○部会長
　おそらくこのあたりは、この事業というよりは、地域生活支援拠点等に高齢化に対応して、どこと連携していくのかというところを各市町村が、きちんと考えないと、府がいくら言っても、「笛吹けど踊らず」という状況になりますよね。その辺が地域生活支援拠点等を市町村が、どういう特性、あるいは施設があるのでしたら、そこに入所者の年齢構成と合わせて、やっていこうとしているのか、というところも問われます。
　事務局からは、今、委員様からご発言がありましたが、お尋ねになりたいこと、あるいは補足のご意見とか、大丈夫ですか。何か聞いておきたいことがありますでしょうか。

○事務局
　今、大阪府で地域生活推進事業費補助金を使って入所施設からの地域移行、地域生活の継続ということで焦点を当てて進めているのですが、入所施設というのが、終の住処と思われている中で、施設の意識というものを変えていかなければいけないと思っているのですが、大阪知的障害者福祉協会なら知的障がい者の支援の施設の方が、多分、会員にいらっしゃるかと思います。身体の障がいの施設の方もいらっしゃると思いますので、この施設職員のアプローチというところ。もし、地域移行に関して身体の障がいの施設について、何かご意見などあれば、ぜひ、お聞きしたいと思います。

○委員
　身体障がいのある方の施設といいましても、多くの施設は、中途障がいの方が５分の２、ヘタすると半分ぐらいの施設が多いのです。脳梗塞、脳卒中、もしくは不慮の事故という形の中途障がいの方が多いのです。となると、この方は地域移行できるのではないかという意見は、施設中でも出ていますし、全国身体障害者施設協議会の中で、地域移行というものは避けて通れないというふうに、今、重点課題として捉えているところではあります。
　実際、地域の福祉サービスが充実していく中で、そういった中途障がいの方が、施設ではなく在宅生活を選ぶという傾向もあります。なので、そうなると、身体の施設の定員自体が空いてくるとなれば、施設の規模を小さくして、その分グループホームとか、地域の基盤の方にシフトしていくという施設が、実際、ポツポツ出てきているというところですね。
　ただ、私がいる施設では、先天性脳性麻痺の方が８５％という施設ですので、６０歳を超えるというのが、非常に難しい壁になっています。施設で看取りもしていますし、なかなか施設を出てという生活が難しい方が多いので、その施設の状況ですとか、先ほどおっしゃった市町村の状況とかを見ながら、考えていかないといけないのだと聞いていて思いました。

○委員
　私のところでは地域生活支援拠点の多機能拠点型というものを実施しています。
　というのも、当市は入所施設がありません。短期入所は、今でこそ各地いろいろと展開されていますが、７、８年前までは、１か所２か所、１床、２床ぐらいの、それを毎日見れているということではないという状況でした。
　８０５０問題などが出てきて、いよいよ親が子どもを見れなくなってきたという事態がポツポツ出始めてきていて、多機能拠点型の支援拠点を作りました。グループホーム、２４時間３６５日見れるというところを作り、トレーニング型といっているのですが、触法の障がい者の方が出所されて、一旦、うちで生活していただいて、地域のグループホームなどで生活していただくというようなグループホームを展開しています。
　今、地域生活推進事業で、先週なのですが、４０年、そこでずっと生活されている方が、うちのグループホームに遊びに来てくださいという形で来ていただいて、ものすごくにこやかな顔をして帰られたのです。彼女がどちらを選択するかは本人次第なのですが、今まで入所施設での生活しか選択がなかったものが、もう一つ「うちに来てくださいね」というオプションがついたというのは、非常に大きなことで、もう一つ大きかったのは、入所施設の施設長さんが、非常に前向きに捉えてくださった。これはすごく前進できるよね、大阪の中でもこういったモデルができるよねということを実感したのが先週です。来週、もう一人来られる予定になっておりまして、制度としてはないのですが、われわれの横のつながりで、どんどんどんどん深みを持てていけるなということが、この事業で実感できたことになります。

○部会長
　一言でいったら、経験・体験ですよね。それなしにその先を予測してください、希望してくださいということは難しいわけですが、その意味では、いろいろな形で動き始めているのですね。このあたりの経過を見たいと思います。
　府の協会傘下の施設は、私存じ上げませんが、他県の話でいいますと、地域移行といいながら、施設の温度差がめちゃめちゃあるというか、それが一番不幸かと思います。入所している方は、施設を選べないので、そのあたりは府のいろいろな活動というか、大阪知的障害者福祉協会の活動というのは、非常に注意すべきかと思います。

○委員
　入所施設からの地域移行ということからいうと、本当に手厚く一人ひとりの状態・状況を勘案しながら、選択肢を広げていく努力をして、自分の意思決定を踏まえながら、地域移行されていくという実践の姿をいろいろ聞かせていただいて、大変勉強になりました。ただ、入所施設に入れない待機者の方、ここをどう考えるのかということもすごく大きなテーマだと思います。
　昨日NHKで、厚生労働省大臣が記者会見で述べた入所待機者の把握状況の調査という、何か複雑な名前の調査なのですが、全ての都道府県と、政令市と中核市が回答を寄せたということです。もう一定のとりまとめを公表したようでして、公表といっても外向きには公表していないのかと思いますが、厚労省のホームページには出ていないのですが、その中身など漏れ聞こえるところでは、全ての調査対象から回答があったということなのですが、そうなりますと、大阪府内の政令市・中核市も全て回答されているということなのですが、そこが大阪府が回答した待機者の姿と、府内の政令中核市の待機者の姿ということが、ほぼ同じような認識で把握されているのかどうかということは、できたら政令市・中核市の回答、これが国に聞かないといけないのか、市に聞いて分かるものなのかということがあるかと思いますが、そこら辺を突合していくような作業もいるのかと思います。
　去年から取組んでいただいて、今年度も継続して実施していただいている、大阪府独自の待機者の調査ということも、やはり意味はすごく大きなものがあって、施設に入るに至っていないんだけど、希望しても入れない状況のある中で、その人たちの一番の苦悩というか、何に一番行き詰まっているのかということを把握した上で、一番ふさわしい社会資源をどのように整備をしていくのかということを抜きに、家族だけの抱えの中で、それを継続して頑張ってねということだけでは、もうどうしようもない状況が、全国各地で起こっていると思います。
　千葉の殺人事件もありましたが、同じようなことが、心中とか、いろいろな形を取って出てきていますので、そこを入所施設の果たす役割といったことの再定義も含めて、一旦、考えていく必要があるのかと思っております。

○部会長
　このあたりは、資料１－①の一番右上のところ、まだ集計中ですが、大阪府独自の部分で、今年度は、大阪市も含めた結果が出てくるということで、それを踏まえて来年度以降、この施設の部分というのは、検討継続していくと思いますが、ご発言の中で、入れないというところ、これをどう捉えるのか、すごく大事かと思います。
　本来は、入らなくてもいいのにそれを選択せざるを得ないという部分での入れないということと、積極的にその施設を希望しているのだけど入れないというのは、全く意味が違うという意味でいえば、令和５年度のこの部分でいくと、１，０７７人のうち、地域生活継続の可能性を検討していないのが４９８人、約５割で、これも気づくと思いますが、「市町村何やってんねん」という話で、全然そんなことしないで「入りたい」と、「そうですか」と、単純に待機リストに載せているのかというのは、非常に憤りを感じるところですが、このあたりどのようにしていくのかということは、今後の課題になるかと思います。
　では、この部分についてのご発言・ご質問は、また、全体が終ってから改めてと思いますので、資料２精神障がい者地域移行推進ワーキンググループの実施状況、従来から活発に活動していただいておりますので、こちらの説明、事務局からお願いいたします。

○事務局
　では、精神ワーキングの方のご説明に入りさせていただきたいと思います。
　課長挨拶にもございました精神障がい者地域移行推進ワーキンググループの方は、にも包括の協議の場ということで位置づけさせていただいていることもあって、継続して開催しているというところでございます。
　特に基盤整備促進ワーキンググループの委員の皆様におかれましては、にも包括についてのそもそもの説明をさせていただく機会というのはなかったので、ざっと説明させていただきたいと思います。
　精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムに関する経過としましては、国の指針としましては、平成１６年頃から地域生活中心へというふうに、改革ビジョンを出したあたりから、平成２９年頃あたりに、にも包括の構築推進をするようにという検討報告が出て、令和４年４月の精神福祉法改正部分において、法的に規定されたという認識でおります。
　結構、曖昧な状況で「会議をいっぱい作ってください」と市町村にお願いして、「会議がいっぱい増えて大変やな」というイメージが多いのですが、今回、法的根拠もついてきているという認識をもっていただけるといいかと思います。規定されているのが、精神保健福祉法というのが特徴かと思っております。
　構築のイメージ図は、これはご覧になったことがある方は、いろいろ３層構造でバックアップをしていってみたいなことですが、何よりも対象が、精神障がいの有無や程度に関わらず、誰もが安心してというあたりで、精神障がい者に対応するというよりかは、地域共生社会ですとか、重層的支援とか、このあたりに寄与するようなシステムづくりに始まっているようなものになってきております。
　支援の対象の拡大もかなり広範囲になってきておりまして、市町村において、精神障がい者含めたメンタルに課題のある方、相談支援体制を作るというのも精神保健福祉法で規定されておりますが、こういったことで一次予防を含めましたかなり広範囲な支援を対象者として拡大しておりますので、もはや障がい福祉分野だけで議論するというのは、非常に難しいです。先ほどの話でもありますが、もちろん高齢も含めて、地域福祉における重層的支援体制などが絡んでこざるを得ないような状況にはなってきております。
　障害者総合支援法では、基幹相談支援センターに関しての進捗確認させていただいておりますが、こちらも障害者総合支援法で努力義務規定になっているというあたりと、市町村の会議に出させていただいている中では、地域生活支援拠点等を推進させていただいておりますが、ここが地域移行と連動するというのは、拠点コーディネーターの中の体験の場などの活用で、市町村の方は、医療機関との連携は、非常に苦手な部分でいらっしゃるのですが、ここも含めてコーディネーターの業務に明記が進んできているというところは、まずは市町村の方にご説明はさせていただいている段階になります。
　医療連携は欠かせない部分ではございますので、診療報酬なども併せて説明させていただくのですが、診療報酬改定において、「にも包括」構築の部分の評価というのは、一応一定の加算とか、新設はされているのですが、なかなか使えるような加算ではなかったり、地域包括ケア病棟に手を出す病院はまだまだ少ないと聞いておりますし、やっていないというのは、厚生労働省の委員の先生方もおっしゃっている部分ですが、こういった評価は始まっているところかとは認識しているところです。
　また、キーワードの一つとして、かかりつけ精神科医機能みたいなことが挙ってきていて、かかりつけというのが、個別のかかりつけ医が、重症化したら総合病院に紹介するというものではなく、精神科・医療機関が、包括的支援の先陣を切って、地域での役割を果たしていくことを目標もって定めていきたいという話が出てきております。
　包括的支援ができる医療機関、そもそも日本にあるのかないのかも含めまして、今後、どういう話になってくるのかというのは、注目していきたいと思いますが、今現在、こういったキーワードが出てきているという説明をさせていただいております。
　国の流れとしましては、このような感じでございますが、大阪府における「にも包括」の現状についてご説明させていただきます。
　精神科病院から地域移行に関する取組み、大阪府としましては、私ども、長期入院の事業を持っている部分と、それから多くは、保健所、中核市以上の市は市独自で保健所お持ちですが、こういった保健所との活動と、大阪府の事業が連携するというのが、今のところの大阪府の取組みになってきているかなと思います。
　ということで、これは予算ベースの説明資料で、ちょっと分かりにくいのですが、われわれ整備グループの業務としては、地域医療介護総合確保基金の方で予算立てをしていると、いわゆる健康医療部が主体の確保基金でやっていて、地域生活支援事業の補助金の方で、健康医療部がやっている「にも包括」に関わる精神科救急医療体制整備事業ですとか、このあたりの予算を組んでいてということで、この時点は、予算で否応なく福祉と医療の連携をさせられているのですが、大阪府が実態としてちゃんと連携できてくるのかというのは、今後の課題かというところですが、予算立てとしては、このような枠組に、たすき掛けみたいな形になっております。
　大阪府の歴史としましては、大阪府が開始いたしました社会的入院解消研究事業から端を発して、退院促進に関しては、大阪府が先陣を切って事業立てを実施してやってきて、これが地域制度に移行したみたいな捉え方でも間違いはないかと思っておりますが、こんな形で平成２４年度から自立支援協議会の方に部会を立てていただき、それを協議の場に設定していくような流れで、今のところでは、令和３年末で、大阪府は、都道府県、圏域、市町村協議の場で、全て１００％設置しています。自立支援協議会に連動しているいないは市町村の事情によります。
　大阪府の事業としては、面々として継続させていただいておりまして、主に広域の調整に係る部分に関して、地域に委託をかけていた時代を経て、現在は、大阪府の方に直轄で広域コーディネーターを６名配置しているという流れになってきております。
　事業の流れについては、詳細は後ほど説明させていただきます。
　地域移行に関しては、入所施設でもそうなのですが、結局スキルが必要な部分に加えて、誰がマネジメントするのか、課題になってきておりまして、各市町村の役割としては、拠点でのコーディネートですが、重層的支援体制整備などを担ってみたいなところですが、ここだけでお任せして、事が進まないことが多いのですので、特に精神科病院は偏在しているところもありますので、広域調整が重要になっているということでは、大阪府・大阪市・堺市、それぞれが事業立てをして、ここを支援しているような状況でございます。
　オール大阪で、大阪府における精神科病院からの地域移行支援サービスの支給決定数は、調査をしておりますが、令和５年に関しては、４５人の利用があったということで、ほとんどの方が制度を使わずにご退院を果たしておられるというような状況も見えてきております。
　ちょっと話が横にそれるかも知れませんが、媒体の作成というのも、退院促進支援事業をやっていたときは、結構、活発に行っていたのですが、ここへ来て、市町村に課題が動きますと、市町村によって作れたり、作れなかったりしますので、大阪府では、参考資料７でお手元に配置させていただきましたこのようなパンフレットの作成なども、公民連携事業に使わせていただきまして、大阪府では、とてもこのようなカラー印刷はできないのですが、大塚製薬に提携してもらい、大阪精神科病院協会の監修を入れて作成させていただき、ささやかな数ではあるのですが、これを熟読して、向こうは地域移行制度を使いたいということで、われわれの事業のコーディネーターとともに、地域行制度に乗って退院を進めておられる方もいらっしゃいます。
　また、中に挟んでいる希望シートについては、府のホームページでもダウンロードが可能になっていて、やはり聞き取りが重要で、意向確認をするときなどに、ふと現実に戻って「食べたいもの何ですか」と聞かせていただくようなヒアリングシートなどもご提案させていただいているところです。
　もう一つ地域から、イベントなどが開催されておられる事務局のご苦労の中には、他の地域でどのような会議を開催しているかというご意見を結構、聞きましたので大阪府での一覧性の高いポータルサイトを作って欲しいという希望を受けて、昨年１２月から運用を開始させていただいております。
　もちろん議題を提示させていただくということもあるのですが、一つの命題としましては、地域移行に関する各市町村の窓口をクリックすると分かるようにさせていただいておりますので、窓口を明らかにしていただいたという背景もあるのかと認識しております。
　在院及び退院患者調査につきましては、平成１３年度から、大阪精神科病院協会のご協力をいただきまして、大阪府内全精神科病床のある病院に対しての調査を毎年、行っております。詳しくは、このページに内容を書かせていただいておりますが、６月３０日現在の入院患者の調査ということになりまして、令和５年度は、１年以上の長期入院患者数もこの調査で出てくるわけなのですが、１年以上の入院患者さんを長期入院患者と定義させていただいておりますが、令和５年度は、大きく減少しているみたいでして、このあたりの背景のエビデンスなどに関しては、なかなか難しいところではあるのですが、後ほどまた説明させていただきたいと思います。
　この２２ページ目のスライドは、障がい福祉計画では、目標設定をさせていただいて、１年以上の長期入院患者数を目標設定するわけなのですが、この患者さんの数が、目標達成して差異がゼロになった段階で、目標達成と考えて、真ん中の線より左側の市町村は、一応、計画上を目標達成したように見えると、目標の入院患者数より少なくなっている入院患者数なので、母数が違うので、それを横並びにして見にくいのではあるのですが、そういったことで、目標を達成している市町村は左側、目標達成しにくいのが右側、泉州地域は病院が多いので、病院住所に変更されている場合も結構ございまして、少なくなったかと思って調査をしていただいたら、やはり結構いらっしゃったのです。そんなことも含めて、背景が何なのか、何がどうかというのも、また、左側の市町村がめちゃくちゃ地域移行の制度を使っているかというと、そうでもないので、エビデンスは求めにくいものではありますが、結果としてこのような形ですが、大阪府としては、目標達成となっているというような説明の資料になります。
　ただし、２３枚目の資料のスライドですが、この中で寛解・院内寛解といいまして、病状がある程度落ち着いていらっしゃって、長期入院となっておられる方というのは、減ってはいなかったということが見えてきまして、適切な地域移行に結びついているわけではない、課題が残存しているというところは注意しておかないといけないなという数字も出ておりまして、その背景に阻害要因がある方が非常に多い、病状以外の退院阻害要因があるという方も依然としていらっしゃるということも、在院患者調査で毎年、追跡しております。
　さて、令和５年は、退院患者調査は、５年に一度ぐらい調査も実施させていただいて、ここでガタッと減った長期入院患者さんの一定の背景が見えたかと思って説明させていただきます。
　２６番目のスライドですが、令和５年に、１年以上入院された方が退院先というのは、もはや自宅に帰られた方は１０％切って８．７％だったと、そして３１．３％が亡くなられていて、２９．４％は転院されていたということで、地域移行ではない部分の退院というのが６割を占めていたということも、調査期間も違うのでダイレクトな反映ではないのですが、この背景が見えてまいりました。
　年齢層を分けさせていただいて、６５歳未満の方は、退院先として選択されている障がい福祉関連施設の中では、グループホームのご利用が多かったです。６５歳以上の方は、１７．８％は高齢者関連施設なのですが、老健施設とか、特養ではなく、有料老人ホームのご利用が非常に多くなっておりまして、これが一つ社会資源が増えたということで喜ばしい分、反面、質の確保ですとか、どういったところがやっているかということが、把握し切れきれなくなってきている背景も出てきているように感じでおります。
　高齢者の方は、７割が亡くなられるか転院だったということですので、いろいろな調査でも、地域移行が果たせているかどうかという背景を探っていくというのは、非常に重要かという結果にはなりました。
　残りの時間で、大阪府で展開させていただいている事業についてご説明させていただきたいと思います。
　いろいろ展開させていただいておりますが、コーディネーターを配置して地域移行を推進させていただく事業ではございますが、現状として、２９ページ目、スライドの真ん中の部分の活動としましては、精神科病院の研修ですとか、こちらの方では、ピアサポートのバックアップもさせていただいておりますが、なかなか新規養成は難しくて、今いらっしゃるピアサポーターさんに活躍していただくようなもので、詳しい内容につきましては、参考資料８の方に、事業の実績に対しては載せさせていただいておりますが、病院研修の内容なども見ていただいたらと思いますが、部会長もおっしゃっていたように、病院によってもすごく温度差がございますので、病院に入り込んで意識を啓発させていくことが重要で、コロナ禍を経まして、最近は、かなり多くの病院が、われわれが直に入り込んでの中の研修というのが、実施可能になってきている現状ではございます。
　課題としましては、メリットとしましては、活動の積み上げで、広域コーディネーターとか、私を含めまして、ほぼすべての圏域協議の場に顔を出させていただいているので、自治体ごとの関係者、基幹相談支援センターの関係者、事務局との顔のつながりができておりまして、また、同じく病院研修、病院にも入らせているので、特に病院が管轄している圏域以外のところの住民さんへのアプローチに関して、顔つなぎが可能になってきていることも含めて、情報提供も可能になってきております。
　やはり圏域内の顔のつながりは、非常に会議を積み重ねる中で、スムーズにできてきているのですが、圏域を超えた支援だと、途端にハードルが高くなりますので、ここは広域コーディネーターがつないでいくということは可能になってきております。
　ただ、あくまで事業ですので、支援事業の継続が可能かどうか、毎年、事業が実施できるかどうかの議会を待たなくてはいけないみたいな不透明さ、それから人材確保の話が出ておりましたが、広域コーディネーターといえども、なかなか人材確保が難しく、６名枠がなかなか埋まりきらないというのが現状ではございます。
　また、広域コーディネーターは法的な位置づけが、精神保健福祉法で設定されていないので、必ず誰かと一緒に活動するということでは、独自に、昔の退院促進事業のような地域移行推進員として動けるようなものにはなっていない位置づけだと、府内における横の連携というのは、まだまだこれからといったあたりです。
　ワーキングの中で導き出された課題としましてご提案させていただくのが、ご説明させていただいたとおり、精神障がい者地域移行推進ワーキンググループの中で広域コーディネーターと実践報告などする中で、課題を５つ挙げさせていただいております。
　何よりもケアマネジメントが、どこが実施できるのか、広域の遠くの住民さんが入院されている病院で、誰にケアマネジメントしてもらったら、地域移行がスムーズになるのかというのはケースバイケースで、毎回、悩ましいところです。
　退院支援に関しては、病院が中心になって実施するのは変わりなしなのですが、病院の支援というのはどこまで可能なのか、まず、退院されたら支援は切れてしまいますし、また、遠方の見学とか支援とか、どこまでできるかというのは、病院によってかなりバラツキがあると、でも病院はここに頼んだら制度に乗せてもらえるよねという相談先が市町村によっては全然なくなってきていてるというか、制度の利用が非常に厳しい、難しいとい現状は、今、実感しているところです。
　本人家族へのご対応に関しましては、長らく課題としては挙がってきていますが、やはり寄り添い支援に関して、それから家族にお願いするのではなくて、家族を含めた本格的なご支援対応をどうやっていくかというのは、課題として毎回、検討させていただいております。
　広域的な支援に向けましては、病院がダイレクトに、先ほどの市町村の窓口にアクセスすることによってすぐに支援につながるのであれば、われわれ広域コーディネーターはいらないわけなのですが、なかなかそうもいきませんので、当面、広域調整を担う部署というのは、必要ではないかというあたりをまとめさせていただきまして、ワーキンググループを継続させていただいているところです。

○部会長
　非常に活発かつ多岐にわたる検討だと思いますが、ワーキンググループ長、それからオブザーバーから、それぞれただ今の説明につきまして補足等々ございましたら、お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○委員
　非常に多岐にわたるという、部会長から発言がありましたが、ましてや国民全体を含めたメンタルヘルスまで担う中で、このワーキンググループで何ができるのかみたいなところは、実際あるのですが、とはいえ、事務局から説明があったように、まずは精神障がいのある人の人権というところを軸にした、いわゆる社会的入院とか、長期入院、こういった方々の地域移行を進めていくということで、大阪府が全国に先駆けて率先して始めた事業でもあるということですが、ここを軸にしながら、ワーキンググループが精神科の医療機関・病院・診療所、それから家族会代表者の方、市町村、当事者の代表の方、保健所の代表の方、様々な立場の方が集まって、いろいろな意見を出し合うというようなことをやっています。そういう意味では、広範囲であり、多方面からいろいろな意見を出し合うといったところで、また、こうやっている中でも、非常に活発に意見を頂戴するようなワーキンググループになっています。
　ただ、なかなか一つにまとめていくというのが、多岐にわたっていますので、そういう意味では、まだまだ、まとめていけないところもあるのですが、非常に活発な議論をさせていただいているというところでございます。
　これはどこの分野ということではないのですが、やはりコーディネートするところというのは、精神障がいの分野で、地域移行でもそうですし、地域住民のメンタルヘルスケアもそうなのですが、コーディネートするという、特にトータルでコーディネートするという、ここがどこが担っていくのかみたいなところ、必ず課題になってきます。これはどこかが定まって、例えば、保健所が全てやるのですという、そういうものではなく、こういう状況のときには、ここがコーディネートの役割を果たす、こういうふうな重層的なコーディネーター役みたいなところ、どう育成していくというところが大きな課題かというふうに思います。ありがとうございます。

○オブザーバー
　保健所もこういった取組みの中で、保健所の役割は、相談支援という分野、あと、家族の支援というところがは、保健所がやっていくべき課題なのかと思います。それから「にも包括」なども当然、保健所が関わってやっていますので、その中で市町村への支援、こういった取組みを進めていくことが大きな役割かと思っております。
　この事業ですね。地域移行に関しては、私も行政に入りましてかなり長くなりますが、随分頑張ってやってきているかと思いますが、その中で、先日の精神障がい者地域移行推進ワーキンググループを見ていますと、最近は、早いうちに支援を始めていく、入院期間１年そこそこのところでも支援をして、できるだけ退院していくというのをやっていて、これは素晴らしいことで、何とか長期の入院にならない形で早く退院していただく、こういった取組みは、これからも継続していくべきなのかと思っております。
　一方で、私が思うのが、施設へ入所する、それから精神科の病院に入院する、これが長期にわたる、それはある意味、絶対それがダメなのかというと、それを言ってしまうのはよくないかと思います。なかなか皆さんが頑張っても難しい、長期に施設でその方を支援していかざるを得ないという方も、それなりに一定数いるのだろうかと。ただ、外に出にくかった方に、先ほどオプションをきっちりと、選択肢を作るというようなご発言が委員の方からありましたが、それは本当に大事なことかと思っております。
　そういったところで保健所の方も、そういったオプション、このようなオプションは使えるのだよということを例えば、ご家族が躊躇していたら、そこを後ろから支えるとか、本人にお会いして、本人にもそういったことをお話しするということができれば、この事業に保健所が役立つことができるのかと思っております。

○委員
　長期入院の患者さんが減少する中、寛解や院内寛解が増加しているところは、おそらく身体面の機能フォローがいるという方が、ある一定数おられるのかというように思います。中身はもう少し詳しく、また、解明できれば、もっといいデータになるかと思います。
　あと、制度でいろいろ国が動いてくれているのですが、実際、診療報酬の改定でなかなか人の配置であったり、退院の率であったりとか、非常に厳しい、救急急性期をやっておられる病院ぐらいしか、おそらく算定できないのではないかなと思います。やっている病院は、僕は知っていますが、救急急性期をやっている病院で、人の配置が潤沢な民間病院は取れる、本来これをやって欲しい病院には、使えていないという非現実的な、今回の診療報酬の改定になっているのかと感じております。

○部会長
　ここからは事務局も含めて、意見交換・質疑に入りたいと思います。
　非常に最後のシートなどよくまとまっているというか、ワーキンググループで導き出された課題といったところですよね。ここから例えば、制度化すべきものとかがあれば、どんなものなのか、一つには委員様がおっしゃられたコーディネートを一体どうするのだろう、決めたとしてもなかなか制度的な裏打ちとか、あるいは報酬的な裏打ちがなければ難しいのか、そうではないのかというようなところは、非常に有意義な意見になるのかと思います。あるいは運用でやれるものはどれなのかといった整理が非常にきちんとまとまっていますから、何か道筋ができそうな気がします

○委員
　私も精神のワーキンググループに参加させていただいていまして、この「にも包括」の協議の場がそこにあるのと、保健所圏域、あるいは市町村の中での協議の場というところで、今、参加させていただいていて、現場でやっている中で地域移行も関わっている中で、課題、幅広くあるというのは実感しているのですが、ここでまとめていただいている課題の中で、ケアマネジメントはどこがやっていくのか、どこが中心でコーディネートしていくのかというところに関しては、圏域の協議の場の中で関わる方が、実際にいた中で、本当に直面した課題で、病院機能が、その市では入院できる病院がないということで、圏域にはありますが、市内になくて、その市に帰ってくる方のケアマネジメント、その市の方が、例えば、南の方に入院されている場合、どういうふうに関わっていくのかというふうでの形の課題があって、広域コーディネーターの制度があったので、そこに届くことができた、支援に開始ができたということで、結果的には、地域移行ができたというふうな結果はあるのですが、そこに至るにあたって、いろいろな帰ってくるときにサービスを使うようになった段階では、その市に帰ってくるのであれば、市も支給決定だとか、支援区分だとか、そういうところをしますよと、そうでなかったら、その退院先になってしまうとか、その支援区分が出たとして、支給決定をする相談員はどこになるのか、その市であれば、私たちみたいなその市の相談支援事業所がやるというところがあると思いますが、やはり遠方のところの方にどう関わっていくのかという問題もありますし、その遠方の方が、例えば、病院に係るところのグループホームですとか、そういうところに行くのか、それとも違う地域のところに行くとなったときに、どこがケアマネジメント、相談支援が担当できるのかというところ、いろいろな問題があって、見学が必要ということで、見学をしていくには、どこが協力できるのか、というふうなことでかなり大変な思いをしていただいて、結果的にその方は良かったですが、そのことを経て、地域移行というふうなことに関して、その方が結果的にすごく喜ばれたとか、何年も入院されていて、退院が考えられなかった自分ができたということは、本当に良かったのですが、だからこそ、こういった事業が大事だといったことをこの圏域では実感したのですが、これにたまたま皆さん協力してくれたからできたというところであるのです。
　これを継続的にやっていこうというところが出発点としてありまして、課題として出ていると思います。ですので、そこのところは、相談支援が、どういうふうな関わりが持てるか、いろいろな地域の中での相談支援の他、地域移行まで手が回らないというところが多いというところもありますし、コーディネーターの事業も単年でどこまでできるか、予算の問題もあるでしょうし、保健所も協力してくれるけれど、保健所でももちろんマンパワーだとか、ケア的な部分でも難しいところがあるので、そこは実践を踏まえながら、地域ごとでどう調整していくかというところが大事かと、つくづく考えた問題ではありました。
　この「にも包括」に関しましては、それぞれの市町村ですとか、圏域ですとか、それぞれのところでおいて、何に課題があるのかということをしっかりと協議できる「にも包括」にいろいろな課題がありますよと、全部話し合ったり、協議するとなると、それは何から手をつけていいのか分からないとなってしまうので、この地域の中で、うちの地域が筆頭の課題なのか、何が福祉の課題なのか一つひとつ解決していったり、それを共有していったりとかいう雰囲気が、もっと広まっていくというか、地域の中で共通認識が持てるというふうなことが、課題というのが、地域ごとの別々の課題とかが解決できるのではないかと、そういった取組みができるように、導いていくというと何ですが、示していくと、府の方からも示していただいたりとか、それができれば広まっていくのかと思っております。


○部会長
　最後のご発言になりましたが、だからこそにも包括が非常に重要になってくるのでしょうね。そこが一義的には、コーディネート機能というのは、しっかりと担っていくというのが大事で、硬直化しないというか、おそらく地域移行という精神科病院からの退院に際しては、主たるニーズというのは、人それぞれだと思います。この人でないと全部できないということでなくて、こういう場合にはこの人とか、それこそ前捌きなど含めたこと、理想ですが、それができればいいかなと思います。
　他、いかがですか。私は基盤整備の方ですが、今のご説明を聞いていて、基盤整備の方でも使えそうだなというか、ヒントをいただいたと思いますが、ございませんか。

○委員
　当法人は、市の委託の相談支援も受けているのですが、別法人で精神障がい対象の委託を受けて、私どもの方が知的障がいと身体障がいの両方を対象とさせていただいております。
　地域生活支援拠点もさせていただいているのですが、拠点コーディネーターの話が出てきていますが、当法人の場合は、知的障がいがかなりメインになっていまして、その精神障がいの範疇においてのコーディネートという部分については、われわれ法人が非常に弱い、一方で、拠点でない別法人のところは、そういった形でコーディネートのようなことをされています。　
市でみたときの拠点での機能は、ちょっと歪な構造になっているなというのが、おそらく拠点の考え方が結構、知的障がいのある方が、大阪府全体でどうですか、先ほどコーディネーターを配置する市町村が１３とおっしゃっていましたが、精神障がいの部分もしっかりされているのですか。逆に質問なのですが、いかがでしょうか。
　すみません。もう一つが、そのコーディネーターが１３となっていましたが、去年の４月報酬改定で、コーディネーターの考え方が随分変わったではないですか。この１３というのは、令和５年度までの、いわゆる地域生活支援事業等での市からの独自の捻出のコーディネーターをさしているのですかね。

○事務局
　拠点コーディネーターに関しては、加算ではないです。あくまでも市として、拠点コーディネーターという形で配置していますかという聞き方ですので、加算を取っているとかというところはないです。
　拠点の考え方というのは、重度化であったり、親亡き後とか、そういうところを地域でどうしていくかという風なということで始まって、地域生活支援拠点が始まっているので、ご本人が知的障がい者の方を想定したようなものにはなっているかと思いますが、それに特化しているわけではないので、本来は地域生活支援拠点等は、全ての障がいの方に対応していただくということです。
○事務局
　やはり地域生活支援拠点等の面的整備も含めて基幹相談支援センターがやっていらっしゃるところは、おっしゃるとおり知的障がいのある方が多くて、私が協議の場を回らせていただいて、拠点の話を出して、その精神障がいのある方の俎上に乗せている中、町村部、高齢も含めて、障がい福祉施策を全部直営でやっているような町村役場の担当者とかは、逆に精神の方がイメージがつきやすいということで、拠点の話をするときに、「にも包括」と抱き合わせで、皆さんに周知を図るというみたいなことがあって、市町村の規模とかによって、分断しているところと、一緒に考えているところで、考えやすいのは小規模のところなのだという実感を持たせていただいているところです。

○部会長
　逆に小規模だと回っていく可能性は高いのですよね。
　古い話ですが、介護保険を立ち上げようとしたときに、地域住民の要介護状態の方々の暮らし、家族を含めて、一番知っているのは、実は小さな市町村の保健福祉センターの担当者でした。それでいくのなら、そのエリアでそういうのを作っていけば済むのではないかという、百万都市であってもと思いますが、そうなっていないですよね。

○事務局
　そうですね。中核市で各ブロックに分けて基幹相談支援センターを作ってとやっているというところが、全て精神障がいも含めて３障がい対応できているかと言われると、なかなか難しかったりしていると思います。モデルにはできると思いますが、難しいですよね。

○委員
[bookmark: _Hlk201737113]　今日、２２ページの表を見せていただいて、以前に退院促進事業を議論したときに立ち遅れがすごく話題になった市がとても進んでいるというデータに見えるのですが、何が起こったのですか。推測しますと、市内に精神科病院があまりないので、大阪南部の方に措置入院をして、当院でもほったらかしだという状態だと思います。そうしますと、いつの間にか住民票が移って、ここにありますような、右側の大阪の南部の市の責任みたいになってなってしまいます。それを誰が、一番上の課題ですが、コーディネートするのかということで、誰が責任持つのですかという、そういうすごく印象を持つのですが、どうなのですか。

○事務局
　答えれる範囲で答えさせていただきます。
　市の現状なのですが、ここへ来まして、大阪精神科病院協会の先生方との意見交換もあって、実態調査も取組むような話も出ていて、熱心に事業推進が始まっているなという印象を持たせていただいています。私は、オブザーバーで精神保健福祉センターの会議に出させていただいているのですが、先ほど提示しました前捌きの事業として、地域移行推進事業というのを定着させて、そのピアサポーターさんで、地域移行に入る６か月前から支援に入るという事業推進されているのですが、これが俄に活性化していると聞いているのです。ただ、この表に出ているような１００何人が一挙に退院のエビデンスは取れていないのです。いっても１年間に２桁未満の数字の話なので、今、こういったことでアクセスが良くなってきていて、ちょっとずつ動いてきているという印象はあるので、全部ではないですが、１割ぐらいはそのような活動の推進も背景にあるのではないかと、熱心に精神保健福祉センター中心に地域移行に向けてと、それと、生活保護の中で、長期入院が必要でないと判断が出た方に関しては、これも支援を配置してやらせていただいていると、大規模市町村ならではの独自の事業展開はされているのが、現状と認識しております。

○委員
　右側の市の評価はどうなのですか。泉州です。

○事務局
　右側のところで、某市の調査を保健所がたまたまされたのですが、基本的に病院住所に、住所地を移すということは、あまり行われなくなっているという印象ではいたのですが、生活保護の関係とかでやむを得なくというのは聞いていて、だいたい多くても２、３割ぐらいの方が病院住所なのかというふうに全体的には思っていたところを某市の病院におかれては、半数以上が病院住所になられていると、元々、違う市の住民の方が某市の住民になられているという可能性もあったりすると、お引き受けされているのが、右の市町村の可能性もありますが、これもあくまでも推測の範囲を出ないので、最大瞬間風速でしか見れていないので、そんな背景が垣間見えているという状況です。

○委員
　そういう理解であれば、本当に置き去りになってしまう気がしますよね。そこに対して集中的に支援しないと、退院促進が実現しないのだろうという課題が見えてきます。

○委員
　先ほど２７ページの退院先のところで６５歳未満の方は、障がい者の関係施設、中でもグループホーム、ここでいうところの理想的な地域移行に行かれたというふうに捉えられるのですが、６５歳以上の方は、有料老人ホームが多い、その中でも質の問題が、となっています。
　今年度、報酬改定の中で居宅介護の部分が下げられた理由の一つは、居宅介護の方が、利益が高かった、その理由が、この有料老人ホームとか、サービス付き高齢者住宅の抱え込みの原因だと言われていることを思うと、なかなかこの数字が反映されていて、自分としては、こういう数字が出ているのだと実感を持てたという感想です。

○事務局
　委員のおっしゃるとおりで、有料老人ホームなので介護保険関係ではないので、何なら、２０代から受けてくださるところもあったりするのです。
　おっしゃるとおりで、報酬で抱え込んでるところでも、ヘルパーさんの移動時間がないところで単価をいっぱい取っていたみたいなところで、この報酬改定があるのですが、私ども大阪府が関与しましたからには、やはりどんな施設かをフォローアップしたいということで、コーディネーターが退院後６か月はフォローアップして、そこの法人との関係性も、スキルアップも含めて、つないでいきたいと思っているのですが、６か月で切れてしまいますので、その後、地域の方でモニタリングをぜひしていただきたいと、どんな施設が、わが町にあるのかというのをぜひ知っていただきたいというのは、協議の場でお伝えしているところです。

○委員
　精神障がいの方は、６５歳で分けて社会資源の把握をして対策を練っていこうとしていこうとしておられる。これはとても現実的なことだと思います。ところが、最初の入所施設からの地域移行、この６５歳で分けて、社会資源の活用を見ていこうというそういう視点が抜けているような気がします。
　先ほど高齢者が、非常に取り残されているという話をしましたが、そうなってくると、地域移行しようと思うと、介護保険のサービス、あるいは介護保険ではないサービスをオプションでつける、そういう仕組みの社会資源の整理をしていかないと、地域移行の実現にはなかなか結びつかないのかと思います。

○部会長
　その辺は、データをもっておられますよね。おそらく年齢区分とかの、それとクロスして、実際どうなっているのかというのは、把握しようとすれば可能かというふうに思います。
　ただ今の意見も含めて、参考にしていただければと思います。
　では私の方から、委員様もおっしゃられましたが、出て行く先というところで、特に６５歳以上の方、事務局からの説明にありましたが、有料老人ホームと聞いたときにピクッときたのです。私、元々が基礎自治体というか、市町村での公務員をやっていたものですから、先ほどの委員様の住所地がここだったらこうだけど、そうでなかったらみたいなところも含めて、未だに市町村はこんなレベルなのだよというのはあります。
　何が言いたいかというと、私、有料老人ホームと、それから非営利法人のグループホーム日中サービス支援型は４割以上信用しておりません。あるいは有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、こんなところも、市町村は、養護老人ホームをどう考えているのだろうと。措置控えで、財源の問題から、実際に養護老人ホームの入所者の大半が精神障がいか知的障がい、そこに入ってちゃんと措置できているところはいいのですが、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅に行って何ができるかというのはあるのですよね。未だに措置をちゃんと向き合おうとしない、どんどん措置率が低下しているでしょう。この辺はどのようにしているのかというのが１つと、それからどこに住んでいる、どこに帰るとか、そんなので綱引きをやっているといったら、多分、精神障がいの方というと、一定数は経済的な問題を抱えておられると思いますので、生活保護をどこにかけていくかといところは、非常に大事な問題だと思います。そのときに、例えば、住民票がどこにあるか、そんなレベルで綱引きしているのかと思います。
　現在地保護とか、ちゃんと考えていないのかというのが、疑問にあるのです。
　この検討は、非常に大事なだけに、それを受けた市町村が、医療が絡んでいるから難しいというのではなくて、生活ベースのところで、市町村がちゃんと向き合っていくか、場合によっては、養護老人ホームへの措置というのも含めて、その方の人権を守っていくというところを考えていかないと厳しいかというところはあったりします。これは単なる意見です。
　では、予定しておりました議題、以上なのですが、この際、これだけはというご発言ございましたら、お聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。大丈夫ですか。
　では、進行の方、事務局にお返しします。よろしくお願いいたします。

○事務局
　それでは、事務局より今後のスケジュールについて説明をさせていただきます。
　本日は、各ワーキンググループの今後の施策の方向性等、貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。ただ今、大阪府議会において、令和７年度予算が審議中となっております。
　予算が成立しましたら、本日の議論を踏まえそれぞれの施策を進めてまいります。
　また、各ワーキンググループについて第１回は、夏ごろの開催を予定しております。部会につきましては、ワーキンググループの検討状況なども踏まえながら開催を予定しております。
　谷口部会長、長時間のご進行ありがとうございました。委員の皆様方には、活発なご議論をいただき、誠にありがとうございました。
　本日の議論の内容については、３月２５日に予定されている令和６年度大阪府障がい者自立支援協議会において、部会長から報告していただくこととしております。部会長、どうぞよろしくお願いいたします。
　以上をもちまして「令和６年度　大阪府障がい者自立支援協議会地域支援推進部会」を終了いたします。
　なお、委員の皆様方には、来年度も引き続き、ご審議のほどを何卒よろしくお願いいたします。本日は、お忙しいところ、誠にありがとうございました。
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